
様式第６（第７条関係） 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書 

 
年  月  日 

  横浜市長 殿 
  

届出者    

  特定施設（有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設）の使用を廃止したので、水

質汚濁防止法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称   ※整 理 番 号   

工場又は事業場の所在地   ※受理年月日 年 月 日 

特 定 施 設 の 種 類   ※施 設 番 号   

特定施設又は有害物質貯
蔵指定施設の設置場所 

  

※備 考   

使 用 廃 止 の 年 月 日 年 月 日 

使 用 廃 止 の 理 由   

  

備考 １ 水質汚濁防止法第５条第３項の規定による届出のあつた施設の使用廃止の届出である場

合には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。 

２ ※印の欄には、記載しないこと。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 



水質汚濁防止法・下水道法共通 

 

参考 

１ 届出理由 

 

 

２ 事業場概要 

従業員数 人 業種（細分類）  

主要製品  操業時間 時  ～  時 

企業規模 大企業 ・ 中小企業 ・ 零細企業 ・ 公共施設 

敷地面積 m2 下水排除方式 合流 ・ 分流 ・ 未告示 

担当部署  担当者  

電話番号  メールアドレス  

 

添付書類一覧 

水 下 添付書類の名称 作成上の注意 

  特定施設の設置場所（土木図面等） 廃止した特定施設の設置場所を明示してください。 

注1 変更届出の場合は、図面上に変更箇所を明示してください。 
注2 何枚かの図面をまとめられる場合は、まとめてください。 
注3 図面は原則、Ａ４版又はＡ３版とし、Ａ３版の図面はＡ４版に折って提出してください。 

 



水質汚濁防止法のみ 

 

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に係る構造基準等一覧 

特定施設又は有害物
質貯蔵指定施設の別 
（特定施設にあっては施行
令第 1 条別表第 1 の号番号
及び第 3条の 2） 

工場又は
事業場に
おける施
設番号 

構造基準等 

有害物質の種類 
備
考 
※ 

床面
及び
周囲 

配管
等 

排水
溝等 

地下
貯蔵
施設 

使用
の方
法 

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

備考 １ 構造基準等にはＡ・Ｂのいずれかを記入すること。 
Ａ基準：水質汚濁防止法施行規則第８条の３～第８条の６で定める構造基準等 

      Ｂ基準：水質汚濁防止法施行規則附則第３条～第６条で定める構造基準等 
２ 構造基準等の対象にならない場合は空欄又は斜線とすること。 
３ 設置する又は設置しているすべての有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設   

を記載すること。 
４ 有害物質の種類は、水質汚濁防止法施行令第２条のいずれかの物質を記載し、複数あ 

る場合はそのすべてを記載すること。 
５ ※には記入しないこと。 
６ 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設を有しない事業場は、本様式を提出する
ことを要しない。 

  



水質汚濁防止法のみ 

 

特定施設（有害物質使用特定施設）、有害物質貯蔵指定施設一覧表 

特定施設等         そ
の
他 

台数 
届出前         

届出後         

カドミウム及びその化合物          

シアン化合物          
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラ
チオン、メチルジメトン及び EPNに限
る。） 

        
 

鉛及びその化合物          

六価クロム化合物          

砒素及びその化合物          
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合
物          

ポリ塩化ビフェニル（PCB）          

トリクロロエチレン          

テトラクロロエチレン          

ジクロロメタン          

四塩化炭素          

1,2-ジクロロエタン          

1,1-ジクロロエチレン          

1,2-ジクロロエチレン          

1,1,1-トリクロロエタン          

1,1,2-トリクロロエタン          

1,3-ジクロロプロペン          

チウラム          

シマジン          

チオベンカルブ          

ベンゼン          

セレン及びその化合物          

ほう素及びその化合物          

ふっ素及びその化合物          
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝
酸化合物及び硝酸化合物          

塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）          

1,4-ジオキサン          

１ 特定施設等の欄には、特定施設にあっては、水質汚濁防止法施行令第１条別表第１の号番号又は
指定地域特定施設を、有害物質貯蔵指定施設にあっては、有害物質貯蔵指定施設を記載すること。 

２ 特定施設にあっては、製造・使用・処理している有害物質に○を、有害物質貯蔵指定施設にあっ
ては、保管している有害物質に○を記載すること。 

３ その他の欄については、特定施設等以外において、製造・使用・処理・保管している有害物質に○

を記載すること。 

 


